
 

 

 

富士市立富士第一小学校 

いじめ問題対応ガイドライン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年６月 
（令和８年５月改訂） 

 

 

富士第一小学校 



- 1 - 
 

１ 学校における組織的な対応について 

（いじめ防止等に対する基本的な考え方）              
○ いじめ防止対策推進法第22条において、全ての学校に設置し、対応することが法律で

義務付けられています。 

 (1) いじめ問題に取り組む体制の整備 

いじめ問題については、校長のリーダーシップの下、全ての教職員が共通して「いじ

めを許さない」という強い意志をもち、学校全体で組織的に取り組みます。 

 ＜いじめの定義＞ 

児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等 当該児童等と一定の人

的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ

トを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身

の苦痛を感じているものをいう。（いじめ防止対策推進法 第２条第１項より） 

 

 

 

 

 

 

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長

及び人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、生命や心身に重大な危険を生じるおそ

れがある重大な人権侵害です。従って、いじめは、どのような理由があっても決して許さ

れるものではありません。また、けんかやふけ合いのように見える場面でも、見えないと

ころで被害が生じていることもあります。そのため、「いじめはどこでも誰にでも起こり

うる」「どの子も被害者にも加害者にもなりうる」という認識のもと、すべての児童を対

象とした指導・支援を行うことが大切です。 

いじめを受けた児童は、心身ともに傷ついています。その苦しみは本人にしか分からな

いことも多く、いじめた側や周囲の児童が、その思いや痛みに気付き、理解しようとする

姿勢を育てることが重要です。いじめは、深刻化するほど解決が難しくなるため、未然防

止に努めることが何より大切です。 

いじめが発見された場合には、まず、いじめを受けた児童や保護者の思いを受け止め、 

寄り添いながら支援していきます。その上で、学校・家庭・地域が連携し、いじめた児童

や周囲の児童への指導も含め、状況を丁寧に把握しながら迅速に対応します。必要に応じ

て、警察や児童相談所、医療機関、教育委員会等の関係機関とも連携していきます。 

学校は、児童が安心して過ごし、自分のよさや存在感を感じられる場所であるとともに、

互いを認め合い、支え合う中で自己有用感を育む場でなければなりません。本校では、

「富士市いじめ問題対応ガイドライン」に基づき、未然防止、早期発見、早期対応、ネッ

上記の例に当てはまる事例 
・発言すると友達から冷やかされた・持ち物や机、ロッカーに落書きされた 

・他の子どもの机から机を少し離されていることがあった 

・持ち物が壊されたり、隠されたりした     などが挙げられます 

☆対象児童がいやだと感じたら全ていじめとなります。 



- 2 - 
 

ト上へのいじめへの対応等について全教職員で共通理解を図り、組織的かつ丁寧に対応が

できるよう「富士第一小学校 いじめ問題対応ガイドライン」を策定・改定しています。 

 

  ① 学校いじめ対策組織の設置について 

学校いじめ対策組織は、いじめの相談・通報の窓口です。 

＜通常時＞ 

校長、教頭、生徒指導主任、主幹教諭、学年主任、養護教諭、学級担任、教科担任等 

＜緊急時＞上記に加え、必要に応じて、 

指導主事、スクールカウンセラー（ＳＣ）、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）、

学校運営協議会委員、ＰＴＡ代表等の第三者的立場の方 等 

 

  ② 年間を見通した指導計画の整備について 

○ いじめ防止等のための年間計画 

時期 活動内容 

対象 
児
童
生
徒 

教
職
員 

保
護
者
等 

４月 いじめ対策会議（職員会議）)① 

生徒指導の方針や指導計画等を提示し、全職員で共通理解を図る。 

 〇  

 保護者希望面談①  〇 〇 

５月 いじめ対策会議（職員会議）② 

学校いじめ防止基本方針やいじめ対応マニュアルを確認する 

 〇  

６月 教育相談アンケート実施① 〇   

 教育相談① 〇 〇  

 校内研修（ＳＣ、ＳＳＷ等 専門家を入れた研修を実施）  〇  

 情報モラル講座 〇  〇 

７月 i-check（小学５年生を対象に実施） 〇 〇  

 いじめ対策会議（職員会議）③  〇  

９月 保護者面談②  〇 〇 

10月 教育相談アンケート実施② 〇   

 教育相談② 〇 〇  

11月 いじめ対策会議(職員会議)④  〇  

１月 教育相談アンケート実施③ 〇   

 教育相談③ 〇 〇  

２月 いじめ対策会議（職員会議）⑤  〇  

 子育て講演会  ＳＣ等による新入学児童の保護者向けに講演   〇 
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上記に加え、必要に応じて随時開催 

学 校 い じ め 対 策 組 織 会 議 

（学年経営会と兼ねる） 

いじめやいじめの疑いに関する情報を共有し、未然防止策や

対応策を検討します。 

 

③ 相談窓口について 

本校では、児童や保護者が安心して相談できる体制づくりに努めています。いじめや友

達関係、不安や悩み等がある場合は、一人で抱え込まず、早めに御相談ください。 

＜校内相談窓口＞ 

・担任   ・学年主任  ・生徒指導主任  ・養護教諭 

・スクールカウンセラー  ・主幹教諭    ・教頭・校長 

＜校外相談窓口＞ 

・24時間子供SOSダイヤル 0120-0-78310   ・ほっとデジタル相談 ふじ 

 

④ 関係諸機関との連携について 

校内組織だけではなく、教育委員会や警察署のほか、子ども家庭課、児童相談所、医療

機関等との連絡、相談、通報などを適宜行っていきます。 

【表】警察に相談、通報すべきいじめの事例 

起こり得る事案の例 該当し得る犯罪 

○ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し同級生を殴ったり蹴ったり
する。 

○無理矢理ズボンを脱がす。 
暴行 

○感情を抑えきれずに、はさみやカッター等の刃物で同級生を切り
つけて怪我をさせる。 

傷害 

○断れば危害を加えると脅し、現金を巻き上げる。 
○断れば危害を加えると脅し、オンラインゲームのアイテムを購入
させる。 

恐喝 

○靴や体操服、教科書等の所持品を盗む。 
○財布等から現金を盗む。 

窃盗 

○自転車を壊す。 
○衣服を破る。 

器物損壊等 

○度胸試しやゲームと称して、無理矢理危険な行為や苦痛に感じる
行為をさせる。 

強要 

○本人が写った本人が嫌がる画像や動画をインターネット上に拡散
すると脅す。 

脅迫 

○特定の人物を誹謗中傷するため、インターネット上に実名を挙げ
て、身体的特徴を指摘し、気持ち悪いなどと悪口を書く。 

名誉棄損、侮辱 

○同級生に「死ね」といってそそのかし、その同級生が自殺を決意

して自殺した。 
自殺関与 

内外教育 2023.3.7発行『文部科学省2023年２月７日「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との
連携の徹底について（通知）」を受けて作製』より抜粋 
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(2) いじめの情報を得た場合の組織的対応の流れ 

 ＜組織対応図＞ いじめの早期解決に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他の子どもからいじめの情報を聞いた ・いじめらしき現場を発見した 

・子どもの言動から気になった  ・子どもや保護者からの相談・訴えを受けた 

・家庭や地域の人からいじめらしき情報を聞いた ・アンケートの回答で確認した 

・関係機関からいじめに関する連絡を受けた ・養護教諭、ＳＣ等から情報を聞いた 

いじめではないか、という疑いをもつ（認知） 

情報を得た教職員 

職
員
会
議 

保
護
者 

１ 

発
見 

いじめ解消に向けての指導・支援 

継続指導・経過観察 

教
育
委
員
会 

２ 

情
報
収
集 

３ 

事
実
確
認 
４ 

方
針
の
決
定 

５ 

対
応 

６ 

経
過
観
察
・
解
消 

事態解消の判断：被害を受けた子どもが、いじめの解消を

自覚し、関係した子どもとの関係が良好となっている。 

情
報
共
有 

指導主事派遣 

即
日
中
に
対
応
す
る 

関係機関 

・こども家庭課 

・児童相談所 

・医療機関 等 

いじめを受けた子どもを徹底して守り通す 

①担任・学年主任・②生徒指導 ③教頭 ④校長 

招集 

指揮 

個人で判断しない 

抱え込まない 

学校いじめ対策組織 

報告・共通理解 

・目的 ・優先順位 
・担当者・期日等 

調査方針・方法の決定 

事案の状況により、構成員を再編成 

・校長 ・教頭 ・生徒指導 ・各学年主任 ・養護教諭 

＋ 

・該当クラスの担任 ・教科担任 ・SC・SSW 

適宜連絡 

※複数対応 

連絡・相談 事実関係の把握・調査 

指導・助言 
指導方針の決定、指導体制の確立 

事案によって
は、全メンバー
が集合せずに、
機動的に対応 

日常の指導体制の充実 調査・事実関係の把握へ 

報・連・相カードの活用 
時系列を踏まえて記録 

警
察
署 

相談・通報 

 

情報提供 

こども基本法・富士市子どもの権利条例の遵守 

③ 

基本 

緊急 
※複数対応 

② 
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(3) 重大事態への対応 

  

 

教育委員会への報告 

・学校は、次の事態が起こった場合、速やかに教育委員会へ報告します。 

  ア 「生命心身財産重大事態」が起こった場合 

イ 欠席期間が 30 日に至らなくても、いじめが要因となり連続して欠席して 

いる場合 

ウ イの後、「不登校重大事態」に至った場合 

エ 子どもや保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」という申立て 

があった場合 

 

調査主体の判断 

    学校が調査主体の場合         教育委員会が調査主体の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめを受けた子ども及び保護者への説明・報告  

 

調査対象者及びその保護者への説明・報告 

 

市長及び教育委員への説明・報告等 

 

調査結果を踏まえた必要な措置 

 

２ 未然防止 

(1)未然防止に向けた取組 

① 自尊感情を高める学習活動や学級活動、学年・学校行事 

② 子どもが自己有用感を感じられる、主体的に取り組む活動 

③ 子どもの居場所づくり 

④ 子どもを見守る教職員集団づくり 

 

・学校いじめ対策組織に、指導主事、Ｓ

Ｃ、ＳＳＷ、学校運営協議会委員、Ｐ

ＴＡ代表等の学校教職員以外の委員を

必要に応じて加え、公平性・中立性の

確保に努めた構成で、調査を行いま

す。 

・教育委員会は、学校に対して必要な支

援を行います。 

・原則として条例により設置した「富士

市いじめ問題対策推進委員会」が調査

を行います。 

・学校と教育委員会は、積極的に資料提

供をするとともに、調査結果を重ん

じ、主体的に再発防止に取り組みま

す。 

 

教育委員会が行います 

学校と教育委員会が連携して

行います 

重大事態対応の流れ 
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  (2) 保護者や地域に向けての取組 

   ○ ＰＴＡ役員会やＰＴＡ総会、学校運営協議会、懇談会等において、学校における

いじめの実態や指導方針等の情報を提供し、情報交換、協議できる場を設けます。 

   ○ いじめに関するテーマの子育て講演会の開催やホームページ、学校・学年便り等

でいじめ防止についてお知らせします。 

 

３ 早期発見 

(1)「いじめは見えにくい」の視点に立って  

〇 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所を選んで行われている 

   〇 いじめられている本人からの訴えは少ない 

   〇 ネット上のいじめは最も見えにくい 

(2)早期発見のための手立て 
① 日々の観察 

② 日記、本読みカード 

③ アンケート 

④ 教育相談 

(3)相談しやすい環境づくり 
〇 日常の生活の中で教職員が声掛けを行ったり、タブレットやアンケートを活用し

たりするなど、子どもが日頃から気軽に相談できる環境をつくっていきます。

「またあとで」ではなく、即対応します。 

(4) 警察との連携等の徹底 
   〇 重大ないじめ事案や犯罪行為と認められる場合には、いじめが児童生徒の命や心

身に重大な危険を生じさせる可能性があることを十分に認識し、いじめ防止対策

推進法第 23 条６項に基づき、直ちに警察に相談・通報を行います。 

（事例はＰ.２参照） 

 

４ ネット上のいじめへの対応 

 (1) ネット上のいじめとは 
    スマートフォン・携帯電話やパソコン等を利用して、特定の子どもの悪口や誹謗

中傷等を Web サイトの掲示板などに書き込む、メールを送る、ＳＮＳ等（無料通話

アプリ等）に書き込む、動画共有サイトに投稿するなどの方法により、いじめを行う

ものなどを指します。 

※ＳＮＳ・・・「ソーシャルネットワーキングサービス」の略。 

取組例 
・道徳教育 ・運動会 ・遠足 ・各種学年行事(みどりの学校や修学旅行) 
・静岡県版ＳＥＬの活用（SEL=Social and Emotional Learning） 
・たてわり活動 ・学年部会 ・職員会議（ＳＣ、ＳＳＷの活用）         など 
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 (2) 未然防止 
   ①学校での情報モラル指導 

   ②保護者の皆様へ 

＜未然防止の視点から＞ 

    ○ 「ネット上のいじめ」は、他の様々ないじめ以上に子どもたちに深刻な影響を 

与える可能性があります。 

 ○ 子どもが利用するスマートフォンや携帯電話等にはフィルタリングを上手に活 

用してください。 

○ 子どもが写った画像等を含め、知らぬ間に利用者の個人情報が流出するといっ

た、スマートフォン特有の新たなトラブルが起こっています。インターネット

へのアクセスは「トラブルの入り口に立っている」という認識が必要です。 

○ 子どもの発達段階や日常生活に見合ったスマートフォン・携帯電話やパソコン

等使い方を家庭で考えていただきたいです。そのために、子どもが納得できる

ルールを決め、ルールが守れなかったときのための対応も話し合ってください。 

   

 【参考】発達段階に応じた家庭のルールづくり 

段階 対応策 各段階でのルール例 

ＳＴＥＰ１ 
初めての 

インター 

ネット期 

利用時間を家庭で決める 
生活のルールやリズムを守るこ

とを前提に、利用時間を家庭で話
し合って決め、インターネットを
見て楽しみます。この段階では閲
覧のみに制限しましょう。 

□ゲームとネットを合わせて使っていいの
は 1 日＿分までです。 

□保護者に断って、近くで使います。食事
中や車の中では使いません。 

□夜＿時以降は使いません。リビングで充
電します。 

ＳＴＥＰ２ 
インターネット 

レベルアップ期 

家族限定でコミュニケーション 
利用時間のルールを守れ、使い

方にも慣れたら、家族間でメール
をやりとりしましょう。文章の書
き方など、上手な気持ちの伝え方
をアドバイスしましょう。 

□家の中ではリビングで使います。 
□話しかけられたら手を止め応対します。 
□決まった人からのメール以外、返信やア
クセスはしません。 

□変わったことや困ったことが起きたら、
すぐに相談します。 

□公共の場で利用するときは、ルールやマ
ナーを守ります。 

ＳＴＥＰ３ 
ＳＮＳ 

デビュー期 

友人知人とのやりとりもチェックを 
メールの利用に慣れたら、仲の

よい友人や知人に限り、ＳＮＳや
メールを許可します。 
家庭内のコミュニケーションを

保ち、ときどきやりとりの様子を
見せてもらいましょう。 

□自分や友達の個人情報（名前・住所・学
校名など）写真はネットに公開しませ
ん。 

□メールやＳＮＳは実際に会ったことのあ
る友だちだけにします。 

□自分が言われて嫌な事や悪口はＳＮＳや
メールで送りません。 

□目的をもって利用します。目的を終えた
らスマホから手を放します。 

 

 ＜早期発見の観点から＞ 

   ○ 家庭では、メールを見たときの表情の変化など、トラブルに巻き込まれた子ども 

が見せる小さな変化に気付いたら、躊躇なく問い掛け、場合によっては、警察や 

学校へ相談してください。 

 

 

保護者向け普及啓発リーフレット「ネットの危険からお子様を守るために 今、保護者ができること」内閣府 
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富士市ＰＴＡ連絡協議会が決めたルール 

富士市ＰＴＡ連絡協議会（富士市ルール）では、以下のように平成 27 年度に

決定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)早期発見・早期対応 
   ①事実を把握する 

   ②書き込み削除を迅速に行う 

 

 

 

 

 

 ５ いじめの解消 

  いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできません。いじめが「解消している」状 

態とは、少なくとも次の２つの要因が満たされている必要があります。ただし、これらの要件が満 

たされている場合であっても、必要に応じて、他の事情も勘案して判断します。 

①いじめに係る行為が止んでいること 

   被害児童生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われ 

るものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。 

この相当の期間とは、少なくとも３か月を目安とします。ただし、いじめの被害の重大性から 

さらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又は 

学校の判断により、より長期の期間を設定します。 

②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

   いじめが解消しているかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により 

心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対して、心身 

の苦痛を感じていないかどうかを確認していきます。 

学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り通し、その安全 

・安心の確保を心がけます。 

「 い じ め の 防 止 等 の た め の 基 本 的 な 方 針 」 平 成 2 5 年 1 0 月 1 1 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 （ 最 終 改 定  平 成 2 9 年 3 月 1 4 日 ） 

保護者の責任として、必要がなければ携帯電話やスマホを持たせない、持たせるときは

下記のルールを守ります。 

 

1. 家庭でスマートフォン等の使用についての約束事を決める 

2. 家庭の責任において、「フィルタリング」を設定する 

3. SNS のやり取りにおいて、相手が嫌がるような内容や、見ている人が不快に

思うような内容（誹謗中傷等）を絶対に書き込まない 

4. ＳＮＳ上に、本人の許可を得ずに他人の個人情報を絶対に公開しない 

5. ＳＮＳ上に、わいせつ画像等を絶対に公開しない、また保存しない 

6. 家族のいる場所で使い、食事の時は使わない 

7. 小学生は午後 9 時、中学生は午後 10 時以降使用しない 

8. 児童・生徒同士のやり取りは午後 9 時以降禁止 

情報の共有を図る取組 
 児童生徒からの聞き取りや情報教育指導員、サイトの管理者、警察、法務局

等様々な機関と連携し、対応していきます 


